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◆SUMMARY◆ 

 
平成 24年 9月 30日（日）から 10月 4日（木）にかけて、アメリカのボストンで第 66

回 IFA（国際租税協会）年次総会が、近年の世界各国の国際課税分野で注目を集めている「国
際的役務提供に対する課税」や「デッド－エクイティ（負債－資本）の区分に関する難問」
を主要テーマとして開催された。 

この総会で行われたセミナーに国税庁から古賀企画専門官が、税務大学校から居波教育官
が参加しており、本稿は、出席した両者が聴講した議題・セミナーに係るレクチャーやディ
スカッションの一部について議論のポイント等を報告するものである。 

なお、次回第 67回年次総会は、平成 25年 8月 25日（日）から 30日（金）までデンマー
クのコペンハーゲンで開催される。（平成 25年 2月 28日税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 
 

 

本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、税

務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解を示

すものではありません。 
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はじめに 

IFA〔International Fiscal Association：国
際租税協会〕 第 66回年次総会（ボストン大
会）は、平成 24年 9月 30日～10月 4日に
米国のボストンで開催され、米国ということ
もあり例年よりかなり多い 5,000人ほどの参
加者があったようである。 

ボストン大会では、メインの議題 2つと A

～Lまでの 12のセミナーの計 14のテーマに
ついて、議長を含め 5～6 名のパネルによる
議論が各セッションにおいてなされた。 

以下に、これらセッションについてテーマ
のポイントを示した上で、議論の模様をお伝
えする。 

 

議題１ 国際的役務提供に対する課税 

議題２ デッド－エクイティ（負債－資本）
の区分に関する難問 

 

セミナー A 罰則と国内法上の紛争解決手
続 

セミナー B 国境を越えた裁定取引 

セミナー C 相互協議手続と国境を越えた
紛争解決 

セミナー D 租税条約 3条(2)〔租税条約上
の定義のない用語〕と国内法 

セミナー E 付加価値税と非居住者である
販売者 

セミナー F OECD：恒久的施設（PE）を
巡る OECDの議論 

セミナー G ラテンアメリカにおける国際
課税の進展 

セミナー H 国境を越えた寄付金 

セミナー I 国際的通信に係る所得 

セミナー J 国際課税における最近の展開 

セミナー K EU：金融取引課税 

セミナー L 租税条約の特典制限(LOB)条
項の現状 
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（注）上記のうち、セミナー A、セミナー 

E、セミナー I及びセミナー Kの模様
については、IBFD のホームページで
公表された「Summary of discussion」
及び当日配付のパワーポイント資料か
ら作成をした簡略なものとなっている。 
また、セミナー G については、当
方から出席をしなったことから省略を
した。 

模様文中の氏名については敬称を略
して表記する。 

 

議題１ 国際的役務提供に対する課税 

議長：Porus Kaka(インド) 

ジェネラル・レポーター： Ariane 

Pickering(豪) 

パネル：Brian Arnold(加)、浅妻章之教
授(日)、Christian Kaeser(独)、Liselott 

Kana(チリ)、Gary Sprague(米) 

Vanoppen(ベルギー) 
 

〔テーマのポイント〕 

� 国際的役務提供に対する課税について

は、これをサービス PE とすることで源

泉地国の課税権を確保したい途上国と先

進国とでスタンスが異なっている。 

� OECD モデル条約では削除された 14

条（自由職業所得）の条項が、国連モデ

ル条約では削除されていない。国際的役

務提供に対する課税について、途上国の

歳入確保と国際的な統一解釈を両立する

ことは、現状において困難な問題となっ

ている。 

 
１．ジェネラル・レポーターからの報告 

最初にジェネラル・レポーターの
Pickering から、ブランチ・レポーターの
レポート（38カ国）のとりまとめがなされ、
各国の国内法上の役務提供からの所得
（Services Income）の取扱いは 3 つに区

分されるとの説明がなされた。具体的には、
①通常の所得として取り扱う国がほぼ半数
ある、②専門的又は個人的な役務提供から
の所得については特別な規則を有している
国がある（その他の役務提供からの所得は
通常の所得として取り扱う）、③少数の国で
は所得カテゴリーを設けて源泉徴収を行う
ことが紹介された。 

また、課税を生じさせる閾値（threshold）
に関しては、国内源泉所得であり一定の閾
値（例：役務提供期間）を超えたものだけ
課税する国から、単にその役務提供の対価
の支払者が居住者であれば源泉地や役務提
供期間にかかわらず課税を行う国までがあ
ることが紹介された。 

更に、租税条約によっても取扱いが異な
ることが報告された。 

２．定義の問題（Classification Issues） 

Pickering から、ブランチ・レポートで
は、国内法上で役務提供の定義を有してい
るのはロシアだけであることが紹介され
た。役務提供（Services）は、租税条約で
定義されておらず、OECDモデル条約のコ
メンタリーではロイヤルティと役務提供の
区分に関する記述があるものの、「技術役務
（Technical Services）」に対する課税を許
容した租税条約においても、役務提供又は
「技術役務」そのものの定義がないことが
指摘された。 

Spragueから、役務提供の定義の問題が
生じる場面として、役務提供が「人」では
なく「Hardware」により行われる例（デ
ータベースの提供など）が挙げられるとと
もに、賃貸収入、ロイヤルティ収入、販売
収入及び役務提供の要素が混在している場
合に、いずれが（OECDモデル条約のコメ
ンタリーが性質決定基準として挙げる）支
配的な性格であるかが判断できないことが
指摘された。 

その上で Arnold から、ケーススタディ
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として、R国 C社が S国M社に第三者が
開発した技術に関する役務提供を行う形態
として、①人的に提供する場合、②モニタ
ーで R国から対応する場合、③オンコール
で対応する場合、④データベース（FAQな
ど）へのアクセスにより対応する場合が紹
介された。 

Kaeser は、本件は役務提供ではなく C

社のノウハウの提供（無形資産取引）とし
て考えられると主張し、Spragueは、特別
なスキルではなく通常のスキルの提供（役
務提供）であるとした。Kana は、UN モ
デルでは本件は Consultancy Serviceに分
類され、技術役務提供に含まれると述べた。
浅妻教授は、支払が Contingencyであれば
源泉課税をされる可能性が高まるのではな
いかと指摘した。 

３．源泉地及び関連性の問題（Source and 

Nexus Issues） 

Pickering から、課税の源泉地が役務の
提供された場所であることは世界的に共通
の理解であるが、役務提供地の判断は国に
よって、その役務提供の使用地、契約締結
場所、支払者の居住地、どこの法域で支払
の控除が発生するかといった要素が国内法
の下で考慮されること、また、課税が生じ
る要件との関連性（Nexus）としては、事
業を行う一定の場所、法域における事業の
遂行、役務の提供期間、それらが存在しな
い場合が紹介された。 

関連性に係る租税条約上の要件として、
半数の国は特別な規定を置いていないが、
事業を行う一定の場所又は183日ルールに
よる場合、技術役務等であればグロス課税
（源泉徴収）を行う場合、これらいずれかの
組合せによる場合があることが紹介された。 

Spragueは、どのような制度であれ租税
政策と合致したものであるべきであり、申
告納税の代替として簡素化のため源泉課税
を採用するのであれば、本来の課税対象と

しての役務提供のみに限定するべきであ
り、あらゆるサービスに対して課税を行う
ことは租税政策上の矛盾であるとの指摘が
あった。 

これについて、Kaeser は、ドイツの 2

つの裁判例を紹介し、役務提供が PEを通
じて行われたか否かの基準として、“at the 

disposal”の場所の有無ではなく役務提供
との関係性（connection）や手段（mean）
が役務提供地に存在したことが判断基準と
なったことが紹介された。また、Arnold

から、カナダにおける「誤った」判決とし
て、米国居住者が役務提供地（カナダ）で
年間300日以上役務提供を行っておきなが
ら、カナダに PEを有しないとの判断が行
われた例が挙げられた。 

その後、２．で取り上げられたケースス
タディに戻って Nexus が存在するか否か
の議論が行われ、Kana からは、UN モデ
ルにおいては従業員により役務提供が一定
期間行われることが要件となるが、その期
間中の源泉地における物理的 Presence が
要求されるか、あるいは、役務提供自体の
継続性があれば源泉地に所在しなくてよい
かについては大きな議論があることが述べ
られた。 

Kaeserは、OECDモデルに従った場合、
遠隔地でカメラを通じてモニタリングする
だけでは PEがあるとは考えられないと述
べた。また、Spragueは、データベースは
人的サービスの代替的要素があるものの、
OECDのサービスPEの規定においては明
示的に人的な役務提供であることが示され
ているから、データベースはこれに該当し
ないと指摘をした。 

４．国連における役務提供に係る議論 

国連における役務提供に関する課税問題
の議論については、OECDモデル条約と国
連モデル条約では役務提供に係る課税に関
して異なるスタンスを有しており、国連モ
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デル条約 14 条のコメンタリーのパラ 9 に
は、「従業員又はその他の個人の活動の提供
に関する企業への支払は、5条及び 7条に
従う」と規定されていることから、国連モ
デル条約に従えばサービス PEを形成する
ことが原則になることが説明された。また、
国連では引き続き技術役務への支払につい
て検討が続けられていることが説明された。 
５．実務上の問題 

議長から、米・インド租税条約において
は、文理上、一瞬でも源泉地において役務
提供が行われた場合には、サービス PEが
認定され、その場合には PEに帰属する利
得がネット課税されるだけではなく、その
業務に従事した従業員は短期滞在者免税の
資格を満たさないこととなり、従業員への
所得課税が生じることが指摘された。これ
を防ぐ実務的な方法として、役務提供を行
うのではなく、その期間従業員を転籍させ、
役務提供先から給与の Reimbursementを
受ける方法が示された。 

Kaeserは、PE認定がされてしまった場
合には、PE に係る納税義務の発生だけで
はなく、その登録、管理人の指名、情報開
示等の付随するさまざまな事務が発生する
ことを指摘した。また、Sprague からは、
このような PE認定が行われた場合に、課
税当局は PE帰属所得に間接的な経費を算
入することをしないため、しばしば PEの
利益率が数十パーセントという不合理な数
値となることが述べられ、課税当局は AOA

の議論を基に適切な経費算入を認めるべき
との主張があった。 

６．まとめ 

まとめとして、Pickering は、役務提供
の解釈には国によって大きな差異があり、
例えば建設や保険が役務提供として理解さ
れてない国があるのは驚きであると述べた
上で、少なくとも役務提供とは何かについ
て共通の理解が必要であるとした。また、

その課税方法については、OECDのサービ
ス PEの規定が望ましく、源泉地での役務
提供と一定の期間の存在が要件とされると
ともに、ネット課税が確保されるべきと述
べられた。ただし、このような原理原則の
採用と、途上国の歳入確保の両立は困難で
あるとの認識も示された。 

Arnoldは、役務提供の統一的解釈は可能
であるが、それについて各国が合意をする
ことの困難さを指摘し、何らかの妥協が必
要であると述べた。Kana は、ビジネスの
観点からは、役務提供にはむしろ一定の低
税率源泉課税を認めた方が明確化が図られ
るのではないかと述べた。 

Kaeserは、役務提供についての定義の必
要性を認め、源泉課税には反対する意向を
示した。 

浅妻教授は、役務提供対価の支払により
生じる源泉地国の Base Erosion に着目し
て、これを防ぐための課税という観点から
各国が妥協することができるのではないか
と指摘した。 

議長は、役務提供の定義については、米・
インド租税条約では議定書でその明確化が
図られていることを示した上で、今後のモ
デルとして採用できるのではないかとした。 

 

議題２ デッド－エクイティ（負債－資本）

の区分に関する難問 

議長：Machiel Lambooij(オランダ) 

ジェネラル・レポーター：Patricia 

Brown(米) 

パネル：Hélio Araújo(ブラジル )、
Jean-Yves Hemery( 仏 ) 、 Casey 

Plunkett(ニュージーランド)、Stijn 

Vanoppen(ベルギー) 
 

〔テーマのポイント〕 

� 資本と負債は経済学的には明確な区別

がないが、税務上はそこから生じる支払 
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の所得控除の可否について取扱いが異な

ることから課税上の難問となっている。 

� 過大な支払利子に対して、各国は様々

な制度を置くことにより租税回避への対

応を試みているが、引き続き解決が困難

な問題として認識されている。 

 
１．ジェネラル・レポーターからの報告 

議長から、経済学的には資本と負債の明
確な区分はなく、資本調達手段のスペクト
ラムの両端として認識されていること、一
方、（会社）法的には両者は明確に区分され
ること、したがって、税務上で区分をどの
ようにするかについて過去からさまざまな
議論が行われてきたが、明確な結論は出て
いないことが紹介された。 

その後、ジェネラル・レポーターの
Brown から、過去に IFA でこの問題に関
連して行われた議論と、このテーマについ
ての各国のブランチ・レポートの内容が報
告され、資本と負債の税務上の定義を有し
ていない多くの国は、（税務上の定義が借用
概念であるため）区分そのものは問題とな
らないが、問題となるのはこの区分から生
じる税務上の差異を緩和することであると
の説明がなされた。 

２．負債に係るバイアスは存在するのか？ 

まず、Hemeryから、一般的な資本（配
当）と負債（利子）の税務上の取扱いが示
され、一般的に税務上は利子が損金算入さ
れる負債の方が有利とされるが、配当につ
いて源泉課税が行われず、かつ受手の課税
が免除される場合、両者にバイアスは存在
しない（単に配当の支払者と受取者に課さ
れる税率の問題）との分析が行われた。 

これについて、ノルウエーに導入された
「株主モデル」という税制が紹介され、本
来は両者の税務上の効果を同様にするため
の制度であったが、制度が複雑となり、国
際的な取引については必ずしもバイアスの

解消とならない結果となったと説明された。 
更に、Plunkettから、源泉所得税に関し
ては、伝統的に配当に対する税率が高いこ
ととされていたが、源泉地課税の範囲が次
第に縮小してきたことにより、両者の相対
的有利不利に関しては一概に言うことがで
きないとの説明が行われた。 

３．資本と負債の区分に関する問題 

Brown から、資本と負債の区分につい
て、ブランチ・レポートから、①会計上、
他の法律上の定義を借用する場合、②税法
上の定義を置く場合、③濫用のみを規制す
る場合、④さまざまな要素により実質的に
判断する場合（米国のパラダイム）の 4つ
があるとの報告がなされた。 

①について、Vanoppen は、税務上の裁
定取引の防止に一定の効果があることを認
めた上で、本来異なる目的のために設けら
れた区分を税務上の区分に用いることに限
界があるとの指摘がなされた。ただし、一
般に、税務上では資本か負債かのいずれか
でなくてはならないとされているが、例え
ば格付け上では、一の資金の一部分を負債
とし、その他を資本として計算するといっ
た、より実体的なアプローチが採られてい
ることが指摘され、税務上の区分に際して
参考となるのではないかとの示唆があった。 
②について、Vanoppen から、税制上の
区分を形式的に行う国としてベルギーの例
が取り上げられ、ベルギーでは弁済を求め
る権利の有無によって性質の決定が行われ
ることから、永久債や株式により返済が行
われる債権も、投資家が元本の返済を求め
る権利を有する限り（会社の清算等の事由
に限定されるとしても）税務上負債と認識
されることが説明された。 

一方、Plunkettから、オーストラリアで
は、投資家の観点から投資金額以上にリ
ターンが発生するものを負債とし、投資金
額を下回るリターンである可能性のあるも



税大ジャーナル 21 2013. 6 

141 

のを資本として認識するとの説明が行われ
た。 

③について、Plunkettから、ニュージー
ランドと米国の資産・負債の取扱いの違い
を利用した税務上の裁定取引が、ニュージ
ーランド当局から租税回避否認規定により
否認された事例の紹介があった後、
Vanoppen から、一般的に、会計や会社法
の定義を税制上の区分に用いる国は、租税

回避防止規定等により課税当局が納税者の
資本負債区分を変更する手段を有してお
り、一方、税務上の定義を有する国や実質
的判断を行う国は（裁定取引の否認といっ
た特定の目的を有する場合を除き）、課税当
局が納税者の資本負債区分を変更する手段
を有していない、と整理できるのではない
かとの説明がなされた。 

 

〔ニュージーランドで否認されたレポ取引〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  米国でレポ取引において控除可能な「利子」の支払を、NZ子銀行は「配当」として

受け取り、ニュージーランドで配当免税として取り扱った。 

⇒ 課税当局は、実質上の NZ 子銀行から US 親会社への担保付ローンの利子である

と認定して、配当免税の取扱いを否認 

 

④について、Brownから、米国はさまざ
まな要素（納税者の資産負債比率等、租税
回避の可能性も含まれる）を総合勘案して
判断することとされており、裁判例では裁
判所が 16 の要素を考慮したことの紹介が
なされたが、これは制度としてきわめて柔
軟性が高いものの予見可能性が欠如してい

るとの指摘がなされた。 

� 米国の裁判所で示された判断要素の例 

・約定満期日の無条件支払条項の有無 
・株式保有者と債務保有者の重複状況 
・債権者の強制支払権限の有無 
・従属又は先取特権の有無 ・マネージ
メントへの関与 ・当事者の意図 ・利

債券の購入 $100 

$100 

債権市場 

$100 

固定配当率 
優先株 

レポ取引に係る 
US子会社の 
優先株

NZ親銀行 

配当の支払 

US親会社 

US子会社 NZ子銀行 

NZ親銀行 

固定配当率 
優先株 

US親会社 

US子会社 

NZ子銀行 
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子率／配当率 ・担保の有無 ・利得へ
の関与 ・返済の見込み ・他の債権に
係る資産 

４．過大な支払利子に関する規制 

過大な支払利子に関する規制として、移
転価格税制、過少資本税制、過大支払利子
の損金不算入規則（Earnings Stripping 

Rule）のほか、ブラジルの利子支払利率の
上限を定める規定（Interest Rate Cap）や、
ニュージーランドにおける単体法人及びグ
ループ法人の資本負債利率も考慮した過少
資本税制の紹介がなされた。 

また、英国においては、海外子会社から
の受取配当益金不算入制度の導入の結果、
海外の多額の資本を有する子会社からの借
入金利子の問題（いわゆる fat cap 問題）
が発生したため、グループ全体の資本負債
比 率 に 基 づ く 過 大 負 債 上 限 規 制
（Worldwide Debt Cap）が導入されたこ
と紹介された。 

Brown から、租税回避防止規定の適用
は、特定のスキーム（Debt Push Down等）
には有効であるものの、資本負債の構成そ
のものの否認に対しては、有効ではないよ
うだとの指摘があった。 

 

《参考》 過大支払利子の損金不算入規則 

①  アーニングス・ストリッピング・ルー

ル（Earnings Stripping Rule）－ 米国 

米国では、内国歳入法典§385（過少資

本税制）とは別に、1989 年に課税計算

上の利子の取扱いを規定した内国歳入

法典§163 に新たに(j)項を追加して「ア

ーニングス・ストリッピング・ルール」

を導入。 

これは、「支払利子の受領者が当該利

子に関して米国で課税されない場合に、

その支払利子に係る利子控除を制限し

よう」との考えに基づき利子の損金算入

を制限するものであり、過少資本税制の

ような利子を配当とみなして否認をす

るというものではない。 

利子控除が否認される金額としては、

米国の課税に服していない「非適格支払

利子」がその否認対象になることになる

が、これと「超過支払利子」のうち、少

ない方の金額について利子控除の金額

が否認される。 

「超過支払利子」とは、第三者からの

借入等も含めて、米国法人の支払利子総額

から受取利子総額を差し引いた「支払利

子の純額」から「調整課税所得」(1)及び

「繰越限度余裕額」(2)を差し引いた金額。 

②  利子控除制限枠（EBITDA）－ ドイ

ツ 

ドイツは、2008 年に利子の損金算入

制限制度として「利子控除制限枠

（Zinsschranke）」が設けられ(3)、それ

までの過少資本税制は廃止。 

「利子控除制限枠」とは、「支払利子

の金額」が同一事業年度の「受取利子の

金額」を超える部分の「超過ネット支払

利子」の金額について、「基準利益額」

の 30％に相当する金額までは控除でき

るが、これを超える金額については控除

できないとする制度のこと。 

「基準利益額」とは、「ネット支払利子、

税金、減価償却費の控除前の利益」

（ Earning Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization の頭文

字で「EBITDA」という。）のこと。 

③  ワールドワイド・デッド・キャップ

（Worldwide Debt Cap）－ 英国 

英国は 2009年から「外国子会社配当

益金不算入制度」を導入したことに合わ

せて、2010 年から「ワールドワイド・

デット・キャップ」という利子の損金算

入制限制度を導入。 

これは、英国の多国籍企業における英

国外からの過大な借入の実施等による
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外国子会社配当益金不算入制度の濫用

を防止するためのものであり、全世界レ

ベルでのグループの金融費用の総額と、

グループ間及び外部とのそれぞれの純

金融費用の合計額とを比較し、後者が前

者を超過した金額について損金不算入

額とするもの。 

 

５．資本と負債の違いを狭めるアプローチ 

Brown及び議長から、米国で検討された
包括的事業所得税（受取利子を非課税とし
支払利子を損金不算入）、オランダで検討さ
れたインタレスト・ボックス課税（グルー
プ間受取利子の低税率課税と金利の損金算
入制限）の説明があり、いずれも利子に関
してのタックスヘイブンを形成する懸念か
ら、実施されなかったことが説明された。 

次に、Vanoppen から、ベルギーでは資
本・負債の税務上のバイアスの緩和のため、
資本に対する名目上の利子を損金算入する
制度が採用されていることの説明があった。 
また、Araújoから、ブラジルでは、資本
に 対 す る 利 子 の 支 払 （ Interest on 

Capital：IOC）の制度があり、その支払に
対しては損金算入が認められていることが
紹介された。ただし、この条約上の取扱い
は不明確であり、個別条約の議定書では利
子として扱われることとされているものも
あるとの説明があった。これに対しては、
Plunkett から、OECD モデル上では、定
義上配当として考えるべきことは明らかと
の意見が示された。一方、スペインでは、
IOC が損金性のある支払であることから、
ブラジル・スペイン条約における配当条項
の適用が否認された判例があることが紹介
された。 

資本に対する名目上の利子の損金不算入
規定は、イタリアでも最近導入されたが、
これは資本と負債の取扱いの差異の解消よ
りは、資本に税務上優遇措置を与えること

で、海外からの投資を誘致する目的である
との説明があった。議長は、イタリアの制
度が最も制度として優れているが、政府に
とって一定の歳入を犠牲にする結果となる
ことから、その持続的適用に疑問を示した。
最後に、EU 域内における CCCTB（一般
的連結法人課税ベース）における支払利子
の取扱いに関する説明が行われた。 

６．まとめ 

まとめとして、理論的には独立企業間原
則の厳密な適用により、この問題は解決す
るはずであるが、現実的にはそれは不可能
であり、引き続き解決が困難な問題として
存在するであろうとのコメントがなされた。 

 

セミナーA  罰則と国内法上の紛争解決手続 

議長：Stephen Shay(米) 

パネル：Paolo Valerio Barbantini(イタ
リア)、Christian Cheruy(ベルギー)、
宮武敏夫弁護士(日)、Raquel Preto(ブ
ラジル) 

 

〔テーマのポイント〕 

� 納税者からのコンプライアンスを維

持・向上させ、また、救済をすることを

目的として、各国において罰則と国内法

上の紛争解決手続が定められており、そ

の効果的な執行が要請されているところ

である。 

 
１．イタリアからの報告 

イタリアからは、一般的に厳しい罰則を
置くことが強い抑止力となるところである
が、政治的には受け入れがたいことであり、
納税者にインセンティブを与えることがと
きにはよりよいコンプライアンスを醸成す
ることがあるとの考えが示されたあと、イ
タリアの罰則体系について説明がなされ
た。加えて、紛争解決手続の説明がなされ、
その件数が 2006年の 4,400件から 2011年
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の 12,700 件と 3 倍にもなっていることが
示された。 

納税者にインセンティブを与える例とし
て、2010年に導入の文書化による罰則への
予防、ボランタリー・ディスクロージャー
の実施について説明がなされ、結論として、
厳しい執行だけがコンプライアンスを得ら
れる方策でないことが述べられた。 

２．ベルギーからの報告 

ベルギーからは、①罰則体系（行政罰と
しての加算税制度及び罰金制度、査察調査
による刑事罰）、②延滞税・利子税、③紛争
解決メカニズム、④代替的解決手法の順に、
各々の制度等について説明がなされた。 

３．日本からの報告 

日本からは、罰則体系として、過少申告
加算税及び不納付加算税並びに重加算税等
の税率等の説明のあと、罰則が免除される
正当事由及び非正当事由について詳細な説
明がなされた。また、コンプライアンス向
上策として、加算税免除制度や今年（2012

年）導入がされた国外財産調書制度につい
ての説明がなされた。その後、延滞税制度
並びに紛争解決手続として異議申立制度及
び不服審査制度についての説明がなされた。 
４．ブラジルからの報告 

ブラジルからは、罰則と国内法上の紛争
解決手続のアプローチ及び指針として、罰
則は高く又は極めて高く、延滞税は極めて
高く、紛争解決手続は広く利用されており、
ブラジルでは租税紛争は日常的なことであ
るとの説明がなされた。その後、加算税制
度、延滞税制度及び紛争解決手続について、
どのように厳しいのかを含めて詳しい説明
がなされた。 

５．まとめ 

最後に、4 カ国の加算税及び延滞税の税
率の比較表が示され、クロージングがなさ
れた。 

 

セミナーB  国境を越えた裁定取引 

議長：Andrew Solomon(米) 

パネル：Wei Cui(中)、Patrick Mears(英)、
Ivar Nordland(デンマーク)、David 

Southern(豪)、Thomas Töben(独) 
 

〔テーマのポイント〕 

� 各国の国内法上の取扱いの相違を利用

して、損失の二重計上又は損失のみを認

識し収益を認識しないスキームが見受け

られており、各国において防止的な対応

がとられている。 

 
１ ． 二 重 居 住 法 人 （ Dual Resident 

Corporation） 

Cui から、二重居住法人を利用するスキ
ームとして、ある法人に多額の借入（支払
利子による損失）を生じさせ、その法人を
二重居住法人とすることで、2 つの国で連
結納税により損失をグループの他の法人の
利益と相殺するというスキームが示された。 
このスキームに特徴的な点としては、

OECD のハイブリッド事業体に関する最
近のレポートを引用し、いずれの国で租税
回避が行われたといえるのかが不明である
こと、それぞれの国だけで見た場合、損失
を生じさせた他の法人と同様に扱われてい
ることが指摘された。また、このようなス
キームが資本輸出の中立性を阻害するとの
意見に対しては、どの程度阻害されている
かが不明であり、証明が困難であること、
海外からの投資を促進する政府の政策とこ
のスキームを防止する政策とは矛盾するの
ではないかとの点が指摘された。 

これに対し、パネルから政府のこのスキ
ームに対する防止策が紹介され、Töbenか
ら、ドイツでは海外で控除された損失の制
限が国内法上規定されているが、その適用
には不明確な点が多く、執行もあまり行わ
れていないことが述べられた。更に、それ
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ぞれの国の税制に従っている限り、裁定取
引は租税回避と考えられるべきではなく、
二重損失控除スキームを利用する法人は、
利益が生じた場合には二重に課税が行われ
るリスクを有している点が考慮されるべき
との指摘がなされた。 

Southern は、英国では、二重居住法人
には連結納税による損失通算が否定されて
いること、この結果として、米国との間で
はいずれの国でも損失が損金算入されない
ことが生じたことから、これを「権限のある
当局間合意」で解消したことが紹介された。 

Mearsからは、OECDレポートでは取り
上げられていないスキームとして、国外源
泉所得を免税とする国（例：ルクセンブル
ク）が一定の国外投資所得を免税とする国
（例：英）に支店を設けることにより、支
店に帰属する投資所得がいずれの国でも課
税されない例が挙げられ、いずれの国の政
策にも合致したこのスキームが問題がない
のであれば、二重居住法人が何故問題とい
えるのかとの疑問が示された。 

２．ハイブリッド事業体（Hybrid Entities） 

Mearsから、ハイブリッド事業体を通じ
たスキーム（損失の二重計上又は損失のみ
を認識し、収益を認識しないスキーム）が
示された。この例についても各国の防止策
が紹介され、Nordland から、デンマーク
では、他国の税法上の取扱いに合せて自国
の税法上の取扱いを決定する規定が置かれ
ていることが説明された。また、議長から
は、いくつかの国では条約恩典不適用とい
う措置が行われる可能性があることが述べ
られた。 

前例と同様、一方で租税政策的に一定の
制度（例：米のチェックザボックス方式に
よる取扱いの自由な選択）を認めておきな
がら、その結果として生じたものを否定す
ることは矛盾するのではないかとの指摘が
なされた。 

３．租税目的上の所有者（Ownership for Tax 

Purposes） 

税法上の所有概念の差を利用したスキー
ムとして、資産のリースをする者と受ける
者の双方が資産の所有者として減価償却を
計上する例が紹介された。 

その後、Mearsから、レポ取引の国によ
る取扱いの違いを利用し、それを資金の借
手側では借入れとして認識し支払利子を計
上するとともに、資金の貸手側では株式の
譲受けとして受取利子を計上しない（ある
いは、間接外国税額を取る）スキーム及び
貸手と借手が同時に間接外国税額を取るス
キームが紹介された。 

４．まとめ 

Cuiと Southernから、現在、OECD及
びEUそれぞれにおいて本件に関係して行
われている検討について紹介がなされた。 

まとめとして、議長から、裁定取引自体
は有害でも無害でもなく、裁定の対象とし
ている制度、経済結果、関連する国の経
済・財政上の政策との整合性の問題である
との指摘がなされた。 

 

セミナーC  相互協議手続と国境を越えた紛

争解決 

議長：Carol Dunahoo (米) 

パネル：青山慶二教授 (日 )、Marlies 

Ruiter(OECD)、Vijay Mathur(イン
ド )、William Morris(米 )、 John 

Oatway(加) 
 

〔テーマのポイント〕 

� 相互協議の解決に要する期間の短縮化

を進めるための取組みがなされており、

また、「仲裁条項」を規定する租税条約が

増加しつつある状況である。 

 
１．MAPに関する問題の概観 

OECDの Ruiterから、2003年に開始し
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た OECD の紛争解決プロジェクトの結果
として、相互協議に関する統計の公開が始
まり、解決に要する期間の短縮化が期待さ
れたが、むしろ 2011年の平均期間 25.6ヶ
月は 2006 年の 22.2 ヶ月を上回っており、
解決した事案数は過去5年で30%以上増加
しているが、未解決の事案数がそれを上回
る 60%以上の増加を示しているとの報告
があった。 

青山教授から、相互協議の速やかな解決
が困難な要素として、CA（権限ある当局）
のリソースの問題（資質を有する人材の確
保の困難性）、手続自体がポジションペーパ
ーの交換等により本来的に時間を要するこ
と、各国の歳入確保の圧力、条約解釈に関
する見解の相違及び CAの国内法等による
拘束が挙げられた。 

また、Mathur から、制度的な問題とし
て、CA は独立した権限を有しているべき
にもかかわらず、国税組織の一部であり部
内的な承認が公式・非公式に求められるこ
と、徴収した歳入の一部を権限により放棄
することに対する部内的な抵抗があること
等が指摘された。また、リソースの問題の
例としては、課税を行う職員に見合った
CA職員の確保ができていない点、CA部局
職員の適切な訓練や能力の向上が行われて
いない点が挙げられた。 

青山教授から、国内法等による制限に関
する言及があり、その例として、CA が国
内法の規定や手続に反することが困難であ
ること、裁判の結果が示されている場合に
は、その結果についての対応的調整を相手
国に求めることしかできないことが挙げら
れた。 

更に、Morris 及び Oatway から、CA

が政策的・制度的に歳入確保の圧力を受け
ていること、（米加の関係のように）いず
れかの当局に課税事案が偏った場合には、
相手当局が行った課税を受け入れない傾

向があること、権限のある当局が特定の問
題（過少資本税制の適用による課税など）
を、条約上の問題ではないとして取り上げ
ない場合があることが挙げられた。 

また、最近、増加傾向にあるケースとし
て、租税回避防止規定の適用や罰則の対象
となった事案が、相手当局はそのように考
えないにもかかわらず MAP で取り上げら
れない場合があることが示された。 

その他の問題としては、MAP を企業が
希望する場合には多額の課税を行う（MAP

を希望しない場合には金額的な妥協に応じ
る）課税当局の慣習や、相互協議を行う間
に納税を求められること、関連のない事案
とトレードオフされること等が挙げられた。 
２．問題点に対する対応 

Ruiterから、2003年のOECD紛争解決
プロジェクトの成果の一つとして
MEMAP（OECD Manual on Effective 

Mutual Agreement Procedures）があるこ
とが改めて紹介され、その中のベストプラ
クティスとして、上記で指摘された問題の
大半が言及されていることの説明があった。 
一方、新興国からの指摘として、

MEMAPには 25のベストプラクティスが
挙げられているが、それをすべて遵守する
のはきわめて困難であり、また、それを遵
守するためのインセンティブもないとの意
見があることが示された。 

そのため、今後OECDでは、CAの資源、
独立性等の問題を税務行政の問題を取り扱
う FTA において取り上げるとともに、多
国間合意の枠組みについての検討を開始す
ることが報告された。 

各パネルから、更なる改善の方向として、
そもそも課税の相互協議の必要性自体を減
少させるための取組として、次が挙げられた。 

� 合同調査、APAの推奨（青山教授） 
� 部内的な調査のレビュー、移転価格
課税に関する通達等の整備（Mathur） 
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� 二国間・多国間における一般的取決
め、セーフハーバーの設定（Marlies） 

Marliesからは、自らのオランダでの CA

及び条約部局責任者としての経験から、CA

は事案の処理を通じて有効な知識、情報、
経験を有しており、今後の二重課税事案を
防止する観点から政策担当部局（条約担当
部局）や、国際的な舞台（OECD)において
その知識・経験のフィードバックを行うこ
とにより、一定の事案が法制度的に二重課
税が生じなくなるような提言を行っていく
べきとの意見を述べた。 

相互協議自体の改善策として、次のよう
な点が挙げられた。 

� 対面協議から文書の交換による協
議への転換(4)（Mathur） 

� グローバルトレーディング等の複
雑事案における共同での事実確認（青
山教授） 

� OECD の相互協議に関する各国ピ
アレビュー（議長） 

３．仲裁 

青山教授から、UNの仲裁の OECDモデ
ルとの相違が挙げられ、それがオプショナ
ルな規定であること、仲裁移行期間が 3年
であること、権限のある当局により開始さ
れること、仲裁判断から 6 ヶ月以内に CA

間で別の合意を行うことが許されること等
の説明があった。 

また、仲裁に関して、途上国は途上国に
不利な仲裁決定が行われるとの懸念、仲裁人
の途上国に対する中立性の懸念、費用面での
懸念を有していることが UN モデルコメン
タリーに示されていることが紹介された。 

EU 仲裁に関しては、議長から、最近大
きな動きは見られず、当初想定されたほど
効果的ではないと考えられているとのコメ
ントがあった。 

米加仲裁に関しては、Oatway から、カ
ナダ側では当初 APA に対する適用等懸念

を有していたもの、現在ではいくつかのケ
ースが円滑に実施されており、その結果両
国におけるMAP事案の backlogも解消さ
れてきたことから、短期的には成功したと
いえるとのコメントがあった。長期的にも、
仲裁の存在により、調査段階におけるより
精緻な検討、相互協議開始後早い段階での
綿密な検討が求められてくることから、
MAP の効率化に資すこととなると考える
と述べた。 

また、OECD加盟国同士の条約において
も仲裁が導入されていないものが多く、な
ぜもっと採用されないのであろうかとの疑
問が呈された。 

Marlies から、オランダは We love 

arbitration but never use it.の方針があ
り、それにより相互協議の促進が図られて
いること、OECDの仲裁はMandatoryで
あるが、その手続は柔軟性を有しており、よ
り広く採用されるべきとの意見が示された。 

多国間協議に関しては、Morris 及び
Oatwayから、1月に開催された OECDラ
ウンドテーブルで用いられた資料を利用し
て、多国間での取組が期待される事例につ
いての説明がなされた(5)。 

最後に、Ruiter から、現在 OECD で検
討議題として考えているのは、多国間協議
合意文書の形式、多国間での CAの情報交
換、仲裁規定との関連等であるが、検討議
題自体もまだ確定していないとの説明が
あった。 

 

セミナーD 租税条約 3条(2)〔租税条約上の

定義のない用語〕と国内法 

議長：Frank Engelen(オランダ) 

パネル等：Shefali Goradia(インド)、
Manuel Hallivis Palayo 判事(メキシ
コ )、 Philippe Martin(仏 )、 René 

Matteotti(スイス)、Anna Gunn (オラ
ンダ) 
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〔テーマのポイント〕 

� 租税条約に定義のない用語について

は、OECDモデル条約 3条(2)の内容の条

項に従い、原則として国内法に基づいて

その意味を解釈することとなる。 

� 国内法に基づく解釈についても、租税

条約の目的との関係、国内の租税法に定

義のない用語の解釈、法的擬制がなされ

ている場合など、いくつかの検討事項が

存在する。 

 

１．租税条約に定義のない用語の取扱い 

Palayo判事から、租税条約に定義のない
用語の取扱いについて、OECDモデル条約
3条(2)の条文の説明がなされたあと、事例
として、ソフトウエアのライセンス供与に
係る支払がロイヤルティであるか否かが争
われたメキシコの裁判例の紹介があり、判
決では「ロイヤルティとしての性質の支払
であるかの判定は、国内法及び知的財産
（IP）法に基づく」との判断がなされたこ
とが説明された。 

 

○ メキシコのロイヤルティの事例 （租税条約に定義のない用語の取扱い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２．租税条約 3条(2)の「コンテキスト」の意
義 

Matteottiから、租税条約 3条(2)では、
国内法による解釈の適用について「文脈（コ
ンテキスト）により別に解釈すべき場合を
除くほか（unless the context otherwise 

requires）」と規定されており、このコンテ
キストにより解釈を行う要求と国内法によ
る解釈との関係について、デンマークの導
管会社（Danish Conduit Company）の事
例が紹介された。 

これは、スイスの会社からの支払配当を

【事実関係】 

�  Aは Bに対して、ソフトウエア
のライセンス（使用許諾）を供与
した 

�  メキシコは、Bが Aに支払うロ
イヤルティに 10%の源泉税を徴
収した 

�  A は還付申請したが、税務当局
がこれを拒絶したことから、メキ
シコの裁判所に訴訟を提起した 

【争点】 

�  A は、当該支払はロイヤルティ
に当たらないとして、源泉税の対
象にならないと主張 

�  メキシコでは、ロイヤルティに源泉税
を課す 

�  租税条約により、税率は 25%から 10%

に低減 

【判決】 

ロイヤルティとしての性質の支払であるかの判定は、メキシコの国内税法及び IP 法に基づく

として、当該支払はロイヤルティに当たるとの判断がなされた。 

A 

B 

EU 

メキシコ 
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デンマークの導管会社に受け取らせ、この
導管会社からガーンジー島の会社に配当が
支払われた場合に、スイス・デンマーク租
税条約 10条において用いられた「paid to」
をどのように解釈するのか（スイスの国内
法によれば「Beneficial Owner」のコンセ

プトにより、配当はガーンジー島の会社に
支払われたとみなされる）が争われたもの
であり、スイスの租税裁判所の結論は、「コ
ンテキストがそれ以外の解釈を要求しない
のであれば、国内法に従って解釈すべきで
ある」というものであった。 

 
○ デンマークの導管会社の事例 （租税条約 3条(2)の「コンテキスト」の意義） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、スイスの国内法の「Beneficial 

Owner」のコンセプトにより、配当はガー
ンジー島の会社に支払われたとみなされ
る。しかし、租税条約のコンテキストは二
重課税の防止を要求しており、そのことを
もって、デンマークがこの配当所得をどの
ように取り扱うかが考慮されなければなら

ないとされたことが示された。 

したがって、国内法による解釈とコンテ
キストの要求との関係は、前者が後者を包
含するものであり、「Beneficial Owner」の
コンセプトより狭いそのような解釈は、
OECD モデル条約のコメンタリーに合致
するものである。 

【事実関係等】 

�  スイスの会社からの支払配当をデン
マークの導管会社に受け取らせ、この
導管会社からガーンジー島の会社に配
当が支払われた 

�  租税条約 3 条(2)では、国内法による
解釈適用について、「文脈（コンテキ
スト）により別に解釈すべき場合を除
くほか（unless the context otherwise 

requires）」と規定がなされている 
�  スイスの国内法によれば「Beneficial 

Owner」のコンセプトにより、配当は
ガーンジー島の会社に支払われたとみ
なされる 

【争点】 
�  スイス・デンマーク租税条約において
「paid to」をどのように解釈するのか 

�  スイスの国内法の解釈がそのまま適
用されるのか 

【判決】 

スイスの租税裁判所の結論は、「コンテキストがそれ以外の解釈を要求しないのであれ

ば、国内法に従って解釈すべきである」というものであった。 

したがって、租税条約はそのコンテキストとして二重課税の防止を要求しており、デンマ

ークがこの配当所得をどのように取り扱うかが考慮されなければならない。 

ガーンジー 

デンマーク 

配当

配当

スイス 

C Ltd 

H AG 

Holding 



税大ジャーナル 21 2013. 6 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．租税法以外の国内法の解釈の利用（我が
国でいう「借用概念」の利用） 

Goradiaから、租税法以外の国内法の解
釈の利用について、インドの事例が紹介さ
れ、これは、海外のサプライヤーから提供
されたテレフォンシステム（ハードウエア
及びソフトウエア）に対してインド事業者
の支払った対価がロイヤルティを含むもの
かどうかが争われたものである。判決では、
ロイヤルティとして適格な支払は、租税条
約 12 条の「コピーライト」の使用に対し
てのみであり、「コピーライト」の用語は租
税条約上に定義がなく、したがって、国内
のコピーライト法の定義によることになる

とされた。インド事業者は、コピーライト
の保有者が持つ権利を有しておらず、その
支払はロイヤルティとは認定されないとの
判断がなされたことが説明された。 

なお、これに対するインドでの最近の展
開として、コピーライトの国内法上の定義
を租税条約の締結日から有効であるとする
遡及改正がなされたことも紹介されていた。 

Goradiaから、インドにおける租税条約
の用語の解釈の優先順位は、①租税条約上
の定義、②国内の租税法上の定義、③租税
法以外の国内法の定義、④判例法及び法令
辞典、⑤ウイーン条約の原則となっている
との見解が述べられた。 

○ インドのロイヤルティの事例 （租税法以外の国内法の解釈の利用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給 

支払 

Supplier 

【事実関係】 

�  海外サプライヤーからテレフォンシステ

ム（ハードウエア及びソフトウエア）がイン

ド事業者に供給された 

�  インド事業者は、ハードウエア及びソフト

ウエアの対価の支払をした  
【争点】 

�  インド事業者の支払ったソフトウエアの対

価には、ロイヤルティが含まれるのか 

�  当時のインドでは、ロイヤルティとして適格な支払は、租税条約 12 条の「コピーライト」の

使用に対してのみである。 「コピーライト」の定義は、租税条約上には存在していない。 

Purchaser 

オフショア 

インド 

� 国内法とコンテキストとの関係図 
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４．みなし規定の利用 

Martin から、法的擬制である「みなし
規定」が租税条約 3条(2)の適用にどのよう
な影響を与えるかについて、2005年以前の
フランスの CFC 税制（タックスヘイブン
対策税制）について争ったシュナイダー事
件が紹介された。これは、フランス国務院
（行政裁判における最高裁判所）が、フラ
ンスの CFC 税制はスイス子会社の利益に
対して、配当に擬制することなしにフラン
スの法人税法を直接に適用しており、これ
は租税条約 7条（事業所得条項）に違反す
るとしたものである。 

租税条約 3 条(2)の下では、「事業利益
（business profit）」という用語は、国内法
における意味と同じものであり、法的擬制
により課税がなされなければ租税条約 7条
（事業所得条項）に抵触するとの考えが示
されたものと考える。フランスは 2005 年
に、CFC税制を擬制配当である制度に改正
することで、この問題の解消を図った。 

また、このようなみなし規定の問題とし
ては、CFC税制の擬制配当に関してOECD

モデル条約 10 条(1)の「paid to」、株式の
出口課税に関して 13条(5)の「alienation」、
芸能人条項に関して 17条(1)の「derived」
があることが紹介された。 

 

 

５．居住地国はときには源泉地国の国内法に
よる解釈と異なる解釈をすべきか？ 

Gunn から、居住地国の解釈が源泉地国
の国内法による解釈と異なる事例として、
ベルギーの漁船の事例が紹介された。これ
は、ベルギーにおいて、オランダ人の漁船
員とベルギーの企業がパートナーシップを
組成し漁業を行い、その報酬を当該企業か
ら受けた取引について、オランダでは当該
報酬を漁船員の事業所得と認定して課税し
たが、ベルギーはそれを漁船員がパートナ
ーシップから受領する給与（賃金）所得と
認定して課税したものであり、「認定の衝突
（conflicts of qualification）」が生じたもの
である。 

オランダの最高裁判所は、当該漁船員の
所得がベルギーで課税されるかどうかの判
断において、居住地国（オランダ）の国内
法が適用されるとしたことから、結果的に
国際的二重課税が生じることとなった。 

なお、「認定の衝突（ conflicts of 

qualification）」による二重課税について
は、2000年にOECDモデル条約 23条A/B

のコメンタリーが改正され、「居住地国がこ
れを回避すべき（源泉地国の認定を優先す
る）もの」とされたが、オランダのこのケ
ースは 1970 年の租税条約の下で判断され
たものであった。 

【判決】 

租税条約上に「コピーライト」定義がないことから、国内のコピーライト法の定義によるこ

とになるとの判断がなされ、インド事業者がコピーライトの保有者が持つ権利は有してい

ないことから、その支払はロイヤルティとは認定されないとの判断がなされた。 
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 ○ ベルギーの漁船の事例 （源泉地国の国内法と異なる解釈の居住地国での適用の可否） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナーE  付加価値税と非居住者である販

売者 

議長：Rebecca Millar(豪) 

パネル：Piet Battiau(OECD)、Danny 

Cisterna(加 )、Odile Courjon(仏 )、
Eduardo Meloni(アルゼンチン )、
Pernilla Rendahl(スウェーデン) 

 

〔テーマのポイント〕 

� VATは EUの加盟国においての基幹税

であり、その他の地域でも重要性を増し

ている。 

� 商品（有形資産）の輸出入とサービス

提供（無形資産）では、国境を越える VAT

の課税について、特に執行可能性の観点

からの違いが強く見受けられる。 

 

１．基本原則 

「仕向地原則（destination principle）」
とは消費税を消費地において課す原則であ
り、「原産地原則（origin principle）」とは
消費税を生産地において課す原則である。
消費地と生産地が同一国のなかにあれば問
題はないが、これが別々の国である場合に
どちらの国で消費税を課すのかが問題とな
る。 

国際的なコンセンサスとしては、商品（有
形資産）の輸出入については「仕向地原則」
であり、この場合には輸入に対して消費税
が課され、輸出についてはゼロ税率かつ前
段階までの税額還付がなされる。サービス
提供（無形資産）については議論のあると
ころである。 

漁業 

【事実関係等】 

�  オランダ人の漁船員がベルギーでパートナーシップ

をベルギーの企業と組成し漁業を行う 

�  漁船員は、その報酬を当該企業から受けとる 

�  オランダでは当該漁船員に支払われる報酬につい

て事業所得と認定して課税 

�  ベルギーはそれを給与（賃金）所得と認定して課税 
【争点】 

�  オランダとベルギーで漁船員の所得に対して、「認

定の衝突（conflicts of qualification）」が生じている 

�  オランダ（居住地国）は、ベルギー（源泉地国）の所

得認定の解釈を優先させるべきか 

【判決】 

オランダの最高裁判所は、当該漁船員の所得がベルギーで課税されるかの判断におい

て、オランダ（居住地国）の国内税法の解釈を適用したことから、結果的に国際的二重課税

が生じることとなった。 

なお、2000年に OECD モデル条約 23条 A/B のコメンタリーが改正されており、「居住

地国は、認定の衝突（conflicts of qualification）による二重課税を避けるべきである」とさ

れたところである。オランダのこの事例は、1970 年の租税条約の下で判断されたものであ

漁業 

賃金の支払 Fisherma

Partnership 

オランダ 

ベルギ A NV 
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２．これまでの OECDでの取組 

これまでのOECDにおける取組として、
1998 年のオタワの電商取引に係る課税フ
レームワークや 2001 年の国境を越えるサ
ービス及び無形資産の消費課税ガイドライ
ンは、最近のOECDの VAT/GSTガイドラ
インに集約がなされており、国際的な一貫
性がより要求されているとの説明がなさ
れ、加えて、EU、アルゼンチン、カナダ、
オーストラリアにおける取扱いについて紹
介がなされた。 

３．ケーススタディ 

 (1) 事例 1－ Oliver Jestel 事件（ECJ判
決） 

これは、最終消費者によって EUの外
から輸入された商品の中間業者の消費税
及び関税に係る債務負担についての
ECJ判決である。これについて、EU域
外のオーストラリア、アルゼンチン及び
カナダにおける取扱いの比較がなされた。 

(2) 事例 2－ コールセンターサービス（こ
れはオンラインサービスではない） 

グローバルなプロキュアメント契約の
下での多国籍企業によるサービスの提供
について、OECD、EU、アルゼンチン、
カナダ及びオーストラリアからコメント
がなされた。 

(3) 事例 3－ オンラインサービス 

オンラインサービスについては、ス
ウェーデンの判例をもとに議論がなされ
た。 

４．まとめ 

結論として、付加価値税に関して非居住
者が輸出入するときに問題となるのは、商
品（有形資産）の輸出入よりも、サービス
の提供（無形資産）であり、それが B2B

なのか B2C なのか、仕向地国での徴収方
法等が何なのかが問題となるところである。 

 

セミナーF  OECD：恒久的施設（PE）を巡

るOECDの議論 

議長：Richard Vann(豪) 

パネル：Stefan Bendlinger(オーストリ
ア )、Andrew Dawson(英 )( 6 )、Aart 

Roelofsen(オランダ)(7)、 

Pascal Saint-Amans(OECD)、Jacque 

Sasseville(OECD）、 

Karine Uzan-Mercie(仏) 
 

〔テーマのポイント〕 

� OECD は 2011 年 10 月 12 日に PE

（Permanent Establishment：恒久的施

設）の解釈と適用に関してディスカッ

ション・ドラフトを公表して広く意見募

集を行ったところであり、このセッショ

ンはこのなかでの主要な論点について示

したものとなっている。 

 
１．OECDの課題とWP1の作業等 

冒頭、Saint-Amans から、OECD の優
先課題として、①非 OECD 加盟国の取込
み、②二重課税の排除（MAP）及び二重非
課税等の防止（base erosion、濫用的租税
回避スキームへの対抗等）、③透明性の向上
（情報交換、FATCA）、④カスタマーサー
ビスの向上（政府に対する有益な分析の提
供、ビジネスの意見の採用、議論の場所の
提供）が挙げられた。MAP に関しては、
セミナー C で明らかにされたとおり、
2003年に取り組んだはずの問題点が、いま
だに存在し続けていることは遺憾であり、
これらの問題点をより効果的に解消するた
めの効果的な取組が必要であると述べられ
た。 

OECD WP1議長の Dawsonから、現在
の WP1 における課題（芸能人・スポーツ
マン、受益者概念、排出権取引）の説明が
簡単に行われるとともに、PEについては、
現在の作業が定義の見直しではなく、25の
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場面における PEの定義の明確化を行うも
のであり、OECDモデル条約 5条自体の改
正を行う意図のないものであるとの説明が
なされた。また、2010年度版のモデル条約
コメンタリーのフルバージョン（過去にバ
インダー形式の 2分冊で出版されていたも
の）がコンパクト版として出版されたこと
の報告があった。 

議長からは、現在のモデル条約における
PE の定義が紹介されるとともに、そもそ
も何故 PE 概念が外国法人課税の基礎と
なっているかの理由は OECD モデル条約
コメンタリー上において明らかではなく、
外国法人を内国法人と同様にネット課税す
るためには、一定の存在が税務手続上必要
とされるためではないかとの説明があっ
た。また、PE の存在は、投資側から見た
場合には、輸出（投資先での課税を受けな
い）と直接投資（投資先での課税に服する）
との境界線としての意味を有しているとの
意見が述べられた。 

２．“at the disposal”（自由となる）場所を
有することの意味 

議長から、居住地国 Rの法人（RCO）が、
源 泉 地 国 S の 非 関 連 の 物 流 会 社
（LOGISTICO)に物流を委託するととも
に、R国において独立して警備コンサルタ
ント業を行う Greta が LOGISTICO から
の委託により、 15 ヶ月にわたって
LOGISTICOがS国に有する倉庫について
警備の監督を行う事例が紹介された。 

OECD PE ワーキンググループ議長の
RoelofsenからOECDでの議論及びコメン
タリーの改正案が説明された後、この事例
の PE認定については、民間のパネルであ
る Bendlinger及びUzan-Mercieから、①
LOGISTICO は、RCO の所有する倉庫に
商品が保管されているだけであり、その場
所を自ら支配しているわけではないから

RCOの PEに該当しない。仮に該当すると
しても、5条 4項から PEの認定は行われ
ない。②一方、Gretaは S国に PEを有す
るとの回答が行われた。 

OECD WP1議長の Dawsonは、このパ
ネルの回答に同意し、RCO に関しては、
LOGISTICOとは非関連であること、物流
に用いられる倉庫を自ら所有していないこ
と、S に従業員が存在しないこと等を勘案
して、仮に商品が S国倉庫に保管されてい
るとしても、その場所は“at the disposal”

であるとはいえず、PE が存在しないと考
えること、一方、Greta に関しては、倉庫
を使用していること、倉庫にアクセスが可
能であること、倉庫での警備監督を主たる
業務として行っていること、業務上その場
に存在することが求められることから、源
泉地国 Sに、“at the disposal”（自由とな
る）場所を有するとの見解を示した。 

これについて、Sasseville から、インド
における Seagate判決の紹介があり、RCO

と同様の事実関係であるにもかかわらず、
インドの裁判所は非関連の物流サービス提
供業者を Seagateの 1号 PEとする誤った
判断をしたと批判した。また、Greta と同
様の事実関係において、カナダの Dudney

事件(8)では裁判所が PE は存在しないと判
断したことを紹介した。 

なお、Sasseville は、倉庫を使用してい
る事実自体は、5条において Storageに言
及していることから、本来1項に基づくPE

が存在するものと考えるべきであり、それ
が 4項において否定されるものと考えると
の見解を述べた。一方、議長は、条約上の
Storage は自社倉庫を前提としたものであ
り、単に自社商品が他社の物流倉庫を使用
したからといって 1項に基づく PEがいっ
たん認定されると考えるのは誤りだとの見
解を示した。 
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〔事例１〕－ 場所が “at the disposal”（自由となる）となる場合とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業が PEを通じて遂行されることの意
味 

議長から、R国のMAINCOが受注した
S国の建設工事について、建設工事（5条 3

項の存続期間を超える）自体を S国の独立
事業者にすべて外注し、更に、工事の監督
をR国の関連法人SUBCOに行わせる事例
が紹介され、この場合においても、①
MAINCOが S国に PEを有しているか否
か、②MAINCOの従業員が SUBCOに出
向し、工事の監督を行った場合に、
MAINCO又は SUBCOは PEを有してい
るかとの議論が行われた。 

この事例の PE認定については、民間の
パネルのBendlinger及びUzan-Mercieは
いずれも、①MAINCO は S 国において何
の物理的存在も有してしていない以上、PE

を有するとはいえず、仮に PEを有すると
しても、そこで果たされた人的な機能が存

在しない以上、PE に帰属する利益はない
のではないかと回答した。一方、②SUBCO

については PE が存在することを認定し
た。しかし、その結果は MAINCO の PE

の存在の有無の判断に何の影響もしないと
回答された。 

OECD WP1議長の Dawsonは、この回
答に対して、①に関しては、MAINCO は
建設現場へのアクセスの権利を有してお
り、建設事業を自らの責任において実施し
ている以上、外注の有無にかかわらず PE

を有すると考えられるべきであり、以前か
らもそのように OECD 加盟国において理
解されており、「今回の改正はその明確化」
との説明をした。②に関しては、まず、
SUBCO は工事現場に“at the disposal”で
ある場所を有することから PEを有してお
り、SUBCOの従業員がMAINCOからの
出向者である事実はMAINCOの PEの有

【Greta と LOGISTICO の関係】 

�  Greta は R 国の独立した保安システムのコンサルタント業者である 

�  LOGISTICO と保税倉庫の保安業務に関する検査及び改善について請負契約を締結し
ている 

�  15 ヶ月の長期にわたり保税倉庫に出勤しており、他の部屋の使用も必要に応じ許可され

ている 

R国 

【RCO と LOGISTICO の関係】 

�  RCO は商品を S 国に輸出する 

�  LOGISTICO は、商品を特別に指

定された場所で受け取り保管し、

RCO の顧客に配送する 

�  RCO は、毎月 2 日間、3 名の従

業員を派遣している 

保安業務 
契約 

保税エリア内の倉庫 

保管配送契約 

RCO 

Greta 

S国 

LOGISTICO 
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無に関連する可能性がある（ただし、本件
では本来的にMAINCOのPEが存在する）
と述べた。 

これについて、Sassevilleは補足として、
MAINCO が S 国に何の人的機能も有しな
いと考えるのは誤りであって、AOAにおけ
る考え方からも、人的機能が必ずしも自ら
果たされる必要はない（外注先が果たす機
能自体が PEの機能となる）との見解を示
した。次に、インドにおける出向者と PE

の存在に関する 6つの判例を引用して、イ

ンドにおいては、ほぼ同様の事実関係であ
るにもかかわらず、それぞれの裁判で異
なった判断がなされていることを示した。
更に、出向者に関しては物品のリースと同
等に考えることができ、本来リース商品が
源泉地国に存在することは PEとはならな
い（したがって、出向者の存在は出向元の
PE とならない）が、雇用関係は国より制
度が異なるから、法律関係によっては異な
る回答となり得るとの可能性を認めた。 

 

〔事例２〕－ 事業が PEを通じて遂行される場合とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．契約が他者の名前において締結されるこ
との意味 

議長から、R国の PARENTOCOが S国
顧客に直接商品を販売するにあたり、S 国
の関連会社SUBCOが一定の顧客とあらか

じめ PARENTOCOに指示をされた範囲内
において顧客と価格交渉をする場合に、
SUBCOは PARENTCOの代理人 PEとな
るか否かの議論が行われた。

【MAINCO及び SUBCOに係る事実関係】 

�  R国企業のMAINCOは、S国の居住者である CLIENTCOと完成一括契約を締結 

�  CLIENTCOはMAINCOに建設現場へのアクセス権を認容 

�  MAINCOは、S国の複数の現地の請負業者に、実際の建設業務を外注委託 

�  MAINCOは、R国企業である 100％子会社の SUBCOに建設現場の監督業務を委託 
�  SUBCOは、監督業務のために 23ヶ月の間 20名を雇用し、加えてMAINCOは自
社の従業員を 5ヶ月間 SUBCOに出向させ監督業務に当たらせた 

現地の請負業者 

S国 

CLIENTCO 

R国

完成一括契約 

建設現場 

監督 

出向

MAINCO 

XCO YCO ZCO 

SUBCO 
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〔事例３〕－ 契約が他者の名において締結される場合は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事例については、OECD PEワーキ
ンググループ議長の Roelofsenから、真の
問題は、SUBCOの行為が法的にではなく
経済的に PARENTCO を拘束する場合に、
SUBCOがPARENTCOの名前において契
約を締結したと言えるか否かであるとした
上で、OECDの作業部会では意見の集約が
行われず、コメンタリーの改定が見送られ
たとの報告があった。 

Sasseville はこれに加えて、この問題に
関しては契約が締結されたか否かといった
論点とともに、どこで誰によって締結され
たのかといったきわめて事実関係に依存し
た問題解決が必要になるとのコメントが
あった。また、再度 Seagate 事件に触れ、
この事件の事実関係を代理人 PEの観点か
ら検討した場合、契約に関する国連条約及
びインドの国内法における契約の考え方か
ら、インドにおける役務提供会社が
Seagateの代理人 PEであるとの認定の可
能性があった点が指摘された（インド当局

の主張には含まれておらず、裁判でもこの
観点からの検討は行われていない）。 

最後に、議長からは、本来の代理人 PE

の趣旨は源泉地国における 1号 PE認定の
回避が代理人を通じて達成されることを防
止するためであり、代理人には限定的な契
約締結権限ではなく恒常的な契約締結権限
が与えられていることが本来の趣旨だった
のではないかとの指摘があった。 

５．まとめ 

議長からの「今後も、外国法人課税の基
準として PEを使用するべきか」との問い
に対して、OECD PEワーキンググループ
議長の Roelofsenは、課税当局側として、
PE を巡るグレイゾーンの存在を認めた上
で、執行上で対応できる余地がある現在の
制度が望ましいと述べた。 

ビジネス界を代表するパネルの
Bendlingerは及び Uzan-Mercieからは、
より明確で簡素な制度とすることを求める
との意見が述べられた。 

【PATENTCO及び SUBCOに係る事実関係】

�  R 国企業の PATENTCO は、S 国企業の
SUBCOの 100％親会社である 

�  SUBCO は、S 国における顧客の勧誘、商品
説明等のサポート業務を行う 

�  PATENTCO の商品販売は、インターネット
を通じてWeb上での契約によりなされる 

顧客の幾人かは、交渉を要

求 し て く る こ と が あ る が 、

SUBCO の裁量は限定され

ている（価格、保証期間） 

基本契約 

商品 

顧客 

R国 

PATENTCO 

S国 

SUBCO 
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OECD WP1議長の Dawsonは、現実的
な観点から、PE に関する問題に対する答
えは今後も永久にすべてが解決することは
ないと述べ、OECDのパネルは、完全な制
度ではないとしても PE以外に代替的なよ
り優れた基準がないとの考えを示した。 

最後に、Saint-Amans は、OECD とし
てビジネス界の声に応えるべく何が行える
かを引き続き考えたいと述べた。 

 

セミナーG  ラテンアメリカにおける国際課

税の進展 

（当方からの参加者不在のため省略） 

 

セミナーH  国境を越えた寄付金 

議長：Otmar Thömmes(独) 

パネル：Sigrid Hemels(オランダ )、
Brigitte Muehlmann(米 )、Miranda 

Stewart(豪)、Tina Tukic(EU) 
 

〔テーマのポイント〕 

� 外国の慈善団体に対する寄付金につい

て、その所得控除や損金算入を認めるこ

とで海外慈善団体に対する寄付へのグ

ローバルな進展を期待したいという考え

方を前提にしたセッションとなっていた。

 
１．背景(9) 

議長から、ロンドンの機関が実施した調
査によると、OECD加盟国における海外の
慈善団体に対する寄付金の額は 1991 年の
50億USドルから 2008年の 530億USド
ルと大幅な伸びを示しており、米国が最大
ドナー（2008年で 72億USドル）である
が、最も大きな伸びを示しているのはアジ
ア地域であり、過去 5年において中国では
800 程度の私設基金が設置されているとの
報告がなされた。また、これらの海外慈善
団体に対する寄付金の税務上の取扱いにつ
いては、損金不算入を強化する方向に動く

国（例：豪など）と、より柔軟に損金算入
を認める国（例：オランダ）とに別れてき
ていることが示された。 

２．ケーススタディ 

自国の居住者が、海外において公益法人
に認定され税を免除されている癌研究機関
（以下「CRI」という。）に寄付を行ったケ
ースにおける各国の取扱いが議論された。 

Muehlmann は、米国では、収入の一定
割合に達するまでの金額が損金算入され、
5 年間の繰越が認められることを述べた上
で、原則として寄付控除は米国法に基づき
設立された適格慈善団体に対するものに限
られるから、CRIに対する寄付は損金算入
の対象とならないとした(10)。 

Stewartは、オーストラリアはきわめて
厳格な制度を有しており、オーストラリア
における適格の団体にしか損金算入が認め
られないこと、この「オーストラリアにお
ける」の意味は、オーストラリアで設立さ
れ、支配・活動・資産がオーストラリアに
所在し、オーストラリア人の利益のために
のみ資するものであることが説明された。
したがって、CRIをはじめ、オーストラリ
アにおける海外美術館の支館、オーストラ
リア人を救うために海外に設立された基
金、途上国の学校の建設のためにオースト
ラリアに設立された基金に対する寄付金は
いずれも損金算入されないとした。更に、
この取扱いは個人・法人共通であり、その
背後には、過去の濫用的な租税回避スキー
ムの存在、財政危機、非合法目的（マネー
ロンダリング、テロリスト支援）への基金
の流用の懸念であるとされた。 

Hemels は、オランダにおいては、その
目的が公的な利益を追求するものであり、
かつ、オランダにおいて慈善団体として登
録された団体に対する寄付金は、その設立
の場所を問わず損金算入の対象となること
から、CRIが登録さえ行えば寄付金は損金
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算入されることを説明した。更に、その団
体が文化的活動（活動の場所を問わない）
を行う団体として登録された場合には、そ
の団体に対する寄付金は 125％の所得控除
が受けられること(11)、実際にいくつかの海
外の美術館等が登録を行っていることが示
された。 

３．中間財団の介在 

その後、海外慈善団体に対する寄付が国
内の中間財団（Intermediary Charity)に
よって行われた場合の取扱いが議論された。 

Muehlmann から、米国では、海外慈善
団体の活動が国内の公的に認証された慈善
団体と同等のものであり、かつ、中間財団
が海外慈善団体の支出に責任を有する場合
には損金算入が可能であること、最近では
Donor-advised Fundsと呼ばれる国際的な
慈善活動を促進する団体を通じた寄付が増
加しており、同様の取扱いが適用されるこ
とが説明された。 

続けて、Tukic から、中間財団の例とし
て、日本メセナ協議会、ヨーロッパにおけ
る TGA（Transnational Giving Europe）
が紹介され、中間財団の活動コストを要す
るという点で、完全な解決策ではないが現
時点で有効な手段として評価された。 

Stewartは、オーストラリアでは中間財
団は国内の慈善団体にのみ寄付が可能であ
り、現在提出されている法案では、よりこ
の要件が厳格化される予定であると紹介さ
れた。 

４．EU条約上の取扱い 

Tukicから、国内慈善団体と EU域内他
国に所在する同等（Equivalent）慈善団体
に対する寄付とに異なる取扱いを行うこと
は、EU 条約が定めた自由な資本の移動の
保障に反するとした判決が紹介され、その
結果として現在では域内 18 ヶ国において
国外の慈善団体に対する寄付金の控除が認
められるようになったことが紹介された。 

議長から、ただし、その要件（何をもっ
て同等とするか等）は各国の国内法によっ
て定められることから、それぞれの国の規
則に従った証明が厳しくなったこと、ハン
ガリーにおいては、国内の慈善団体に対す
る寄付金の所得控除が廃止される、といっ
た形で、従前の寄付金控除の規定がより制
限的になる傾向があることが指摘された。
なお、「自由な資本の移動の保障」について
は、域外国との間でも保障される自由であ
り、相手国で同等の取扱いが行われないこ
とはこの保障の適用除外理由とはならない
こととされているが、その一方、相手国と
の間に情報交換規定がある必要があり、他
の正当な理由があれば適用除外とされる場
合があることが述べられた。更に、EU 域
内で寄付を行う者、寄付の受領者に対して
統一的な税務上の取扱いを認めた新たな法
人組織形態「ヨーロッパ財団」が検討され
ていることが紹介された。 

Hemles は、EU のこの取組を評価する
一方で、現在の案ではこの団体を利用した
租税回避や濫用に対する措置が十分に考え
られていない（例えば、英国居住者がマル
タにヨーロッパ財団を設立し、これに多額
の寄付を行った場合、所得控除は英国で行
われるが、英国は財団の活動内容の監督権
限がなく、また、活動内容に不正があった
場合の罰則の定めがない）ことを批判した。 
二国間条約において慈善団体に対する寄
付金が規定されている例として、Hemles

からオランダ・バルバドス条約が挙げられ
た（この規定はオランダ側ではなく、バル
バドスの主張により採用された）。また、
Muehlmann から、米国モデルでは採用さ
れていないが、米国とカナダ、メキシコ、
イスラエル条約には、相互の国の慈善団体
に対する寄付金に損金算入を認める規定が
含まれているとの説明があった。 
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５．今後の方向性 

将来的にはよりグローバルな形での取組
が望ましいが、短期的な解決策としては、
中間財団の利用が考えられるとされた。聴
衆から、他国の企業（例えば医薬品の研究
機関）に対する寄付金に損金算入を認めた
場合、自国の税を犠牲にして他国の競争力
を高めることにならないかとの指摘が行わ
れた。これに対しては、その方向性は国家
間の閉鎖性を高めるため、オランダのよう
に可能な限り海外慈善団体に対する寄付金
にオープンとすることで、他国からの貢献
を期待するべきであるとの考え方でパネル
の意見は一致した。 

 

セミナーⅠ  国際的通信に係る所得 

議長：Jinyan Li(加) 

パネル：Bernard Bacci(仏)、Mukesh 

Butani(インド)、Kim Majure(米)、
Xiong Wei(中) 

 

〔テーマのポイント〕 

� ICI（International Communications 

Income）が発生するときに、課税上のど

のような問題が発生するのか。通信を

行った者の居住地国と通信の相手国（こ

れを源泉地国というのか）のどちらの法

令によるのかなど、まだ、国際的なコン

センサスが不明瞭な領域である。 

 
１．ICIの定義 

パネルは、「国際通信所得」（ICI）を「一
方の国から他方の国までのデータの送信又
は情報通信並びに情報通信能力の提供から
生じる所得」と定義した。 

２．ICIに関連する課税問題 

ICI に関連する課税問題としては、3 つ
のカテゴリーが認識されている。①源泉徴
収税に関しては、所得に性格付けを行い、
かつ、所得の源泉地国を判定する必要があ

る、②法人税に関しては、他国での活動が
PEを形成するか、そして、PEのある国に
租税債務が生じているかどうか、③二重課
税の軽減に関して、居住地国が税額控除を
与えるのか、源泉地国にどの程度の租税を
支払うのかということである。 

３．国際ローミング 

国際ローミングについては、ローミング
契約者（すなわちユーザー）が訪問した場
所（国）でサービスを使用することができ
るようにするための、異なった国における
通信ネットワークオペレーター間のサービ
スであると、広義に論じられた。 

この課税上の取扱いは、通信ネットワー
クオペレーター間の契約に基づくが、ロー
ミング契約者はそのホームオペレーターと
契約を行っており、国際ローミングの使用
の際には、ホームオペレーターにその国に
おける課税ルールに従って、利用した国に
関係なく支払をすることになる。 

パネルは、この分野で国際的ガイダンス
が欠如していることを批判した。OECDは
2009年 11月の一般的遠距離通信取引に関
連して租税条約問題に関するディスカッ
ション・ドラフトを公表したが、その後更
なるステップが取られなかった。 

唯一の応対できる国際規制上の取決め
は、オペレーター間の国境を越える取引に
課税に関して源泉地国課税を禁止するメル
ボルン条約であるように思われるが、これ
は 1989 年のものであり、現状ではまった
く環境が異なっているものと思われる。 

４．インド、中国及び米国において採られた
アプローチ 

インドでは、源泉地国ベースで ICIが課
税される際の厳しい基準が示されており、
中国においても ICIに係る特別な規則はな
いが、源泉地国ベースでの課税が強調され
ている。 

米国については、通信が米国の施設や人
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を通じて米国外から米国外に伝達さえる場
合の米国における課税上の問題点について
の説明がなされた。 

 

セミナーJ  国際課税における最近の展開 

議長：Philip Baker(英) 

パネル：Mary Bennett(米 )、Nishith 

Desai(インド)、Chloe Burnett(豪) 

発表者：StÉphane Gelin(仏)、Robert 

Danon(スイス)、Stig Sollund(ノル 

ウエー) 
 

〔テーマのポイント〕 

� IFA の各セッションのテーマは、2 年

以上前に選定されて具体的な準備が進

められていくものである。 

� したがって、ここ 1 年間の国際課税の

重要な進展については、この「国際課税

における最近の展開」において取り上げ

ることで、時宜的なフォローがなされて

いる。 

 
１．OECD の無形資産に関するディスカッ
ション・ドラフト 

Gelin から、ディスカッション・ドラフ
トに対する民間コメントとして、68のコメ
ント（総ページ約 1,000枚）があったこと
及びそのコメントのポイントとして、現在
のディスカッション・ドラフトが租税回避
を前提とした取扱いであるかのような記述
とされている点に多くの批判があったこと
が報告された。 

これに対して Bennettは、本年 6月に開
催された G20ミーティングにおいて、国内
課税基盤の侵食（base erosion）や所得移
転に対抗すべきこと、これに関連する
OECD の議論に注目すべきことが記載さ
れていること等に触れ、政府及びOECDは
このような形で政治的なプレッシャーを受
けており、その意向がドラフトに反映して

いるのではないかと述べた。 

《参考》OECD の無形資産に関するディス

カッション・ドラフトの概要 

2012年 6月 6日に「OECDの無形資

産に関するディスカッション・ドラフト」

が公表されており、具体的内容としては

以下の 4章について検討がなされている。 

① 無形資産の定義 

② 無形資産から生ずる利得の帰属 

③ 無形資産の利用又は移転を含む

取引 

④ 無形資産を含む取引の独立企業

間対価の決定 

①について、無形資産の「定義」の明

確化は、OECD無形資産ドラフトでは、

限定的な定義を置くのではなく、無形資

産についての包括的な概念を示すこと

で、将来的に現れる新しい無形資産につ

いてもそのなかに取り込んでいけるもの

としている。 

②について、無形資産の「所有者」の

明確化は、OECD 無形資産ドラフトで

は、無形資産から生ずる利得の帰属につ

いて、その法的所有のみに基づいて、い

わゆるタックスヘイブン等の国々に帰属

させるということは望ましくないとし

て、経済的所有に基づいて判断をすべき

としたようである。しかし、これには先

進国と途上国で、具体的な経済的所有に

基づく帰属の在り方について意見調整が

できておらず、検討途上のものであると

いう。 

最後に、④について、比較対象取引の

存在しない無形資産の一括移転に係る評

価に関して、OECD無形資産ドラフトで

は、会計上の評価手法であるインカム・

メソッドを独立企業間価格の第 6の算定

方法として採用することとはしないもの

の、利益分割法の一要素として利用は可
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能であるとしたようであり、制約的な導

入を検討しているようである。 

会計上のインカム・メソッドは、納税

者及び税務当局のどちらにおいても恣意

的な利用が可能となる側面があり、慎重

な対応が要求されるところである。 

 

２． エクイティスワップと租税条約上の特典
受益者（Beneficial Owner） 

Danonから、デンマークの銀行が、第三
国の投資家とエクイティスワップ契約を結
び、投資家から一定の金銭を受領する見返
りに、指定されたスイスの法人に対する投
資から生じる配当相当額を支払う契約を
行った場合(12)において、その銀行がスイ
ス・デンマーク租税条約の特典受益者に該
当するか否かが争われている訴訟の報告が
なされた。 

判決はいまだ下されていないものの、こ
れまでに、銀行はスワップ契約の義務とし
て実際に指定されたスイス法人に投資を行
う必要はなかった点等が明らかになってい
ることが紹介され、説明者の意見としては、
特典受益者条項は租税回避防止規定ではな
いことから、要件に合致すれば条約恩典を
認められるべきと述べた。 

議長からは、恩典受益者に関しては、デ
ンマーク（ISS 事件）や中国（6 件の恩典
受益者資格の否認）で課税及び訴訟が生じ
ており、注目するべきことであると述べら
れた。また、中国ではこれに関して二つの
サーキュラー（2009 Circular 601 及び
2012 Circular 30）が公表されていること
の報告があった。 

また、Bennettから、恩典受益者に関す
る OECD ディスカッション・ドラフトの
改訂版が近く公表されることの説明があっ
た。 

３．インドにおける一般的租税回避規定
（GAAR）の導入 

Desai から、インドにおける劣悪な税務
環境（適用の不透明性、条約特典のオーバー
ライド、過大な罰則、職員の腐敗、長期間
にわたる審理・裁判手続）の熱のこもった
説明とともに、遡及適用を有した GAAR導
入についての強い批判が行われた。 

なお、その場で、インドの参加者から、
この説明が中立性を欠くとの指摘があり、
公正に運営されている Shome 委員会が
GAAR適用の一定期間凍結、セーフハーバ
ーの導入、政府の立証責任、グランドファ
ーザー条項の導入、アドバンスドルーリン
グの採用等の提言を首相に対して行ったこ
とに触れ、これを前提とした GAARは必ず
しも不合理な制度ではなく、過敏な反応を
いさめる場面があった。 

GAARに関しては、Burnett及び議長か
ら、豪で GAARの改正（遡及適用期間あり）
が行われたこと、英で初めて GAARが導入
されることとなったことの説明がなされた。 
議長の Philip Bakerから、改正税法の遡
及適用について認められるものかどうかに
ついて、①決して認められない、②ときに
は認められる、③常に認められる、で挙手
をするミニディベートがなされたが、その
結果としては、会場から①と②のそれぞれ
に半数程度の支持が見受けられた（③にも
1人だけ挙手があり、会場を沸かせていた）。 
４．国連移転価格マニュアルの完成 

Sollund から、国連移転価格マニュアル
（なお、これには無形資産、役務提供に関
する章は含まれていない。）が、今月（2012

年 10 月）開催される国連年次総会に提出
され採択される見込みであること等の報告
があった。 

Bennettから、OECDにおいても移転価
格の執行手続をより多くの国に受け入れら
れるものとするために、簡素化の検討が行
われていること、今後、この検討が文書化
や紛争解決（APA手続の簡素化等）にも拡
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大することが期待されているとのコメント
があった。 

加えて、Burnett から、豪において移転
価格税制の抜本的改正（遡及適用条項つき、
OECD 移転価格ガイドラインへの直接的
言及あり）が行われたこと、Desai から、
インドにおいて APA が導入されたことの
報告がなされた。 

５．情報交換 

2013 年 1 月から実施される米国の
FATCA に関して、Bennett から、最近公
表された米国と欧州 5 カ国（仏、独、伊、
スペイン及び英）の共同声明（ModelⅠ）、
並びに米国と日本及び米国とスイス（共に
ModelⅡ）との共同声明に基づく、2 種類
のアグリーメントモデルについて説明がな
された。将来的には、FATCA は国際的な
自動的情報交換のフレームワークとして拡
大する可能性があるとの指摘がなされた
（説明者の Bennett自身は、現在の米国主
導の枠組みが世界的な枠組みとなることに
は反対）。 

 

《参考》国際的情報交換 － 米国における

FATCAの導入への対応の概要 

2010 年 3 月 18 日にオバマ大統領

は「外国口座税務コンプライアンス法

（ Foreign Account Tax Compliance 

Act：FATCA）」に署名し、同法が成立し

た。外国口座税務コンプライアンス法は、

米国の納税者が米国外に保有する金融資

産に対し包括的な源泉徴収及び報告義務

を課す法律として、米国の納税者が資産

を海外に移転することによる租税回避を

防止するために立法がなされたものであ

り、2013 年 1 月 1 日以降の支払に適用

される。 

この外国口座税務コンプライアンス法

によると、外国金融機関（Foreign 

Financial Institutions）が受領する米国

債券の利子、株式の配当及びそれらの譲

渡対価（売却代金及び元本）に原則とし

て米国で 30％の源泉徴収を課すという

もので、この源泉徴収を避けたいのであ

れば、外国金融機関は財務省と米国人口

座の有無をすべて確認し、その情報を

IRSに提出することに同意する「外国金

融機関同意契約」を締結することで、こ

の適用を免除される。 

この「外国金融機関同意契約」を締結

せずに FATCAの報告義務を履行した取

扱いとして、ModelⅠ及び ModelⅡの米

国との共同声明が公表された。 

� 欧州 5 カ国と米国との共同声明

（ModelⅠ） 
2012 年 2 月 8 日に、米国財務省は

FATCA に関し欧州 5 カ国との共同声

明文を発表した。当該声明文において、

FATCA の実施には、各国の法的制約

により外国金融機関が報告義務を履行

できない場合があるという問題を指摘

した上で、当該問題を克服し、外国金

融機関の負担を軽減するものとして、

「政府間アプローチ」を提案した。 

当該アプローチは、外国金融機関が

米国口座情報を、IRSに直接報告する

代わりに自国政府に対して報告し、当

該政府が既存の租税条約に基づき米国

に情報を提供するものである。米国は、

FATCA 履行協力の見返りとして、米

国金融機関の口座情報について自動的

情報交換を行う準備があると表明して

いる。 

米国及び欧州 5カ国は、中期的には

今後他のパートナーとなる国や

OECD、場合によっては EU と、

FATCA を自動情報交換に関する共通

モデルに適用させるよう共同で作業し

ていくことを約束した。 

� 日本と米国との共同声明（ModelⅡ） 
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2012年 6月 22日に、日本と米国は

FATCA に関して共同声明文を発表し

た。これによると、日本の金融機関は

IRSに登録を行い、毎年、米国人口座

情報及び非協力口座の総数と総額を、

IRSに直接報告することとされた。  

非協力口座に係る追加情報としての

グループ情報の依頼については、日米

租税条約の情報交換条項に基づき、日

本の権限ある当局は遅滞なくこれを提

供する。  

みなし遵守又は脱税リスクが低いた

め、適用除外と扱われる日本の金融機

関又は事業体を、「特定のカテゴリー」

として米国が特定する。 この対応によ

り、非協力的口座保有者の口座の閉鎖

を求められなくなる見込みである。 

 

その後、議長からは、スイスと独(13)、英、
オーストリアが締結した条約相手国居住者
が保有するスイス銀行匿名口座に係るスイ
スでの源泉徴収に関する取決め（いわゆる
「Rubik Agreement」）の説明が行われた。 
ここで議長から、国際的情報交換のフレ
ームワークとして相応しいのは、①FATCA

による国際的な自動的情報交換、②各国間
での Rubik Agreement、③このどちらでも
ない、で挙手をするミニディベートがなさ
れたが、会場からは③への支持が最も多
かった。 

６．課税紛争の投資協定に基づく仲裁手続の
開始 

Desaiから、ロシアの YUKOS事件（ロ
シア政府が大統領の反対勢力であった者が
経営するYUKOSに対し多額の課税をした
結果、YUKOS が破産した）に関して、
YUKOSの投資家であったスペインの居住
者が、ロシア政府を相手として投資協定に
基づく仲裁手続を開始したことが報告され
た。 

近年、同様のケースがインドでも生じて
おり、税務紛争が投資協定に基づく紛争解
決手段で取り上げられるようになっている
ことが報告された。 

 

セミナーK  EU：金融取引課税 

議長：Malcolm Gammie(英) 

パネル：Manfred Bergmann(EU)、
Christian Comolet-Tirman( 仏 ) 、
Francesco Guelfi(イタリア )、Axel 

Haelterman( ベ ル ギ ー ) 、 Urs 

Kapalle(スイス)、Daniel Shaviro(米) 
 

〔テーマのポイント〕 

� EU では、最近の金融危機の費用への補

償等のために、2011年 9月に金融取引課

税（financial transaction tax：FTT）に

係るドラフト指令を公表した。 

�  この新しい金融機関への課税制度に

ついて、EU の加盟国として導入をすべ

きかどうかも含めて議論がなされたもの

である。 

 
１．委員会が提案したヨーロッパの金融取引
課税（FTT）案 

提案された FTT の一般的な特徴とし
て、①FTT は有価証券及び他の金融商品
の販売又は購入に適用される、②デリバ
ティブ取引は同じく対象とされる、③FTT

の広範囲な適用範囲にもかかわらず、特定
の免除が個人及び企業によるプライベート
な借入を含めて与えられる、④FTTの発生
は 2 つの条件が満たされることを要求す
る、すなわち、第一に、取引当事者（パー
ティ）の一方が、EU の加盟国で設立をさ
れている、第二に、加盟国で設立された金
融機関が、自身又は他人の口座のため若し
くは取引に関わる名前で行動している、⑤
有価証券及び他の金融商品のケースにおけ
る FTT の課税ベースは、独立企業間の市
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場価格での対価より大きくなる、⑥デリバ
ティブのケースにおける FTT の課税ベー
スは、再評価をしていなければ、契約時点
での合理的な元本の金額となる、⑦有価証
券及び他の金融商品のケースにおける
FTTの税率は、各パーティに 0.1％（合計
0.2％）である、⑧デリバティブのケースに
おけるFTTの税率は、各パーティに 0.01％
（合計 0.02％）である等の説明がなされ
た。 

提案された FTT の主要な目的は、最近
の金融危機の費用への補償をさせるため、
金融機関から妥当な負担金を徴収すること
及び加盟国が個別のアプローチを進めた結
果としての金融市場での断片化を回避する
ためであると要約された。 

２．FTTの導入に係る各国の対応 

FTT導入について、イタリア政府は原則
として反対ではないが懸念はある。一方で、
ベルギーは完全に FTT の導入を支持して
いる。フランスについては、既に 2012年 8

月 1日の時点で導入をしている。スペイン
は FTT 導入の最終決断を見送っており、
より狭い適用範囲を期待している。スイス
においては、FTT が導入された場合には、
1917 年当時の取引税が復活するのと同様
となる。 

３．FTT の実施に係る問題とパネルの見解 

FTT の実施に関し、デリバティブ取引
の規模の 75％までへの縮小予想、自国の金
融課税との二重課税、市場の流動性への悪
影響等の懸念が挙げられた。 

FTTの導入の是非については、若干のパ
ネルが「ノー」であることを明言したが、
他のパネルは FTT の肯定的な効果を指摘
し、完全又は部分的にその導入を是認した。 

 

セミナーL  租税条約の特典制限（LOB）条

項の現状 

議長：Daniel Gutmann(仏) 

パネル：Daniel Berman(米)、Raphaël 

Gani(スイス)、今村隆教授(日)、Gideon 

Klugman(イスラエル )、Alexander 

Rust(ルクセンブルグ) 
 

〔テーマのポイント〕 

� LOB（Limitation on Benefit）条項とは、

租税条約特典を享受できる者を一定の

要件を満たす適格居住者等に限定する

条約の特典濫用防止規定であり、日本に

おいては 2004 年に発効した日米租税条

約で初めて導入された。 

�  この LOB 条項の各要件及びその運用

等が納税者にとって過重な負担となって

いないか等について議論するもの。 

 
１．米国型 LOB条項の導入について 

Berman から米国における LOB 条項の
導入経緯の説明があり、Klugman が、米
イスラエル条約交渉の経験から、米国は条
約濫用のリスクがない場合であっても例外
なく LOB 条項を導入する強い方針である
ことを明らかにした（米国は、表向きは第
三国が米－イスラエル間の自由通商協定を
利用する惧れがあるからと説明）。 

今村教授から、現在では米国を含まない
国の間でもLOB条項が導入されつつあり、
例えばインドは 21 の条約に、日本は 6 の
条約に導入していることを示し、例えば日
本の場合には、日米条約を契機として投資
所得の課税に係る条約上のポリシーを源泉
地国課税から居住地国課税に変更してお
り、条約相手国との投資促進に資するとと
もに、条約の濫用を防止するためには LOB

条項が必要とされることとなったと説明し
た。更に、LOB条項には、(ⅰ)対象となる
所得に制限がなく、源泉地国免除の場合だ
けでなく軽減の場合も対象とする米国型の
「包括的 LOB 条項」と、(ⅱ) 対象となる
所得を限定した上、源泉地国免除となる場
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合だけに限定する「制限的 LOB 条項」と
があることを示した。 

Berman は、続けて、US モデルにおけ
る現在の LOB条項の説明をした上で、US

条約例に見られる派生的受益（derivative 

benefits）基準は US モデルには含まれて
いないこと、LOB条項はすべて客観的テス
トであるが、そのバックアップとして、客
観的要件を満たさなかった者に対して、権
限のある当局が裁量により条約濫用の惧れ
の な い 者 に 対 し て 主 観 的 な 判 断
（discretionary test）により救済を与える
余地を残していると述べた。 

その後、Rust が、OECD モデル条約で
は、第 1条のコメンタリーにおいて、条約
濫用の対抗のため挙げている 3つのアプロ
ーチ（ルックスルー、課税に服するか否か
のテスト、チャネルアプローチ）を示した
上で、その代替として LOB 条項を挙げて
いることを説明した。更に、US モデルは
OECDモデルにおける LOB条項よりもよ
り厳格な要件を有しており、CA 認定に関
しても、OECDモデルでは CAが認定をす
る義務がある（shall）こととされているの
に対して、US モデルでは CA の認定自体
が裁量（may）であることを指摘した。 

２．執行上の問題点 

今村教授から、LOB条項の重要な性格と
して、米国のアプローチを反映したテキス
トとなっていることから、（条約濫用は課税
庁に立証責任がある国であったとしても）
LOB 条項への適用可能性を納税者が立証
しなければならないこととされているとの
指摘があった。その適用方法としては、源
泉徴収義務者を経由して一定の文書を課税
当局に提出することにより、源泉課税自体
の減免が行われる場合（米、日を含む多数）
と、いったん減免なしで徴収が行われた後
に、還付される方式（イタリア、スイスな
ど）があるが、前者の場合、源泉徴収義務

者に文書提出等の付加的事務が発生するこ
との説明があった。 

次に、所有割合テストについて、例えば
利子を受け取る側の国において資本関係の
連鎖があり、その一部が海外において所有
されているとき、実質的には締結国の居住
者が利子受領者の過半数を所有している場
合であっても、計算上所有割合テストを満
たさなくなる不合理(14)が指摘された。 

更に、所得侵食基準に関しては、所得受
領者の間接支出割合の計算上、その支出先
が適格者（公開会社）であっても適用除外
とされることが指摘された。これに関して
は Klugman から、この基準の適用に際し
ての関連者への「支払」には何が含まれる
のか明らかではない（特に、関連者間の支
払が連鎖する場合で、支払のいずれかが税
務上損金不算入である場合）との指摘が
あった。 

能動的活動基準に関しては、Bermanか
ら、過去のUSモデルには 3つの基準によ
るセーフハーバーテストが含まれていたこ
と（注：この範囲内であれば適格性が認め
られるが、範囲外となった場合にただちに
特典が否定されるものではない）が説明さ
れた後、今村教授から、事業法人（製造）
を傘下に有する純粋持ち株法人が海外の販
売法人から配当を受領した場合に、能動的
活動基準を満たすか否か、との問題提起が
行われ、今村教授は、条約の文言から、満
たすとの考えを支持した。 

派生的受益基準に対しては、Klugman

から、受領者の株式を所有する法人が所在
する第三国と支払者の所在する国との租税
条約上の限度税率が極めて低い（例：5%）
場合であったとしても、条約の恩典（課税
免除）がすべて否定される不合理な結果と
なること、第三国が複数ある場合の取扱い
が不明確であることが指摘され、このよう
な場合には、条約の恩典を第三国との間の
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適用税率（複数ある場合には、いずれか高
い方又はそれらの平均）とするべきではな
いかとの提案があった。 

３．権限のある当局による認定 

Ganiから、LOB条項の規定の複雑性・
厳密性に対する安全弁としての CA認定制
度が設けられているが、経験上、あまり活
用されていないことの報告があった。また、
この制度は LOB 上不適格ではあるが租税
回避目的ではない者を救済するためのもの
であるから、公平さの観点から審査が行わ
れるべきであり、必要に応じて MAP の手
続が用いられるべきとの発言があった（米
国は、認定により恩典を拒絶する場合、相
手国の当局に対してコンタクトをするとの
こと）。なお、Ganiから、米蘭間条約にお
いては一定の基準が示されていること、
MOUには考慮すべき 6つのファクターが
示されているとの報告があった。 

４．提言 

所得の受領者がごく少数の種類株式を発
行し、第三国の居住者が所有している場合
や、適格者が合併等により形式上不適格者
となる場合が挙げられ、現在の規定が厳格
すぎるのではないかとの意見が示された。 

更に、Gani から、スイスの裁判例（条
約締結国外の法人 Xが、源泉地国 Sに所有
する子会社 SCo が蓄積した利益を配当す
るに当たり、条約締結国 Rの法人と、SCo

株式とR株式の交換をする取引における条
約特典の否認）を紹介した。また、情報交
換規定があり他国の所有者の情報が入手で
きる場合には、現在のような複雑なルール
は必要ないのではないかとの指摘があった。 
追って、Rustから、EU裁判所での米英
航空協定が、英国航空会社と域内英国外航
空会社に差別的な取扱いをしているとされ
た判例を受けて、LOB条項は EU法違反で
ある惧れが生じたものの、2006年判決にお
いて、LOB条項が全体的な条約のバランス

に貢献するものであるとの理由により、
EU 法に適合するものであるとする判決が
示されたことが報告された。しかし、租税
条約の目的以上に厳格な LOB 条項の適用
を行うことに対しては疑問が呈された。 

最後に、仮に LOB 条項で適格とされた
場合であってもその国が国内的に租税回避
防止規定を有している場合、否認される惧
れがあることの指摘があった。また、条約
上の租税回避行為防止規定との関係につい
て、今村教授が、制限的 LOB 条項の場合
には、条約濫用否認規定が必要であるが、
条約が包括的 LOB 条項を有する場合には
条約濫用否認規定は不要であるはずとの指
摘を行った。 

 
                                                      
(1) 「調整課税所得」とは、「当期の課税所得」に
財務省規則に規定された「加算項目」として支払
利子の純額、繰越損失、減価償却費、非課税利子
の額、受取配当の損金算入額、当期のキャピタル
ロスの繰越・繰戻し等を加えて、「減算項目」と
して除却・処分資産に係る減価償却等の損金算入
額、買掛・未払勘定の減少額（未払利子を除く）、
売掛・未収勘定の増加額（未収利子を除く）、非
課税所得に係る経費等、株式・資産の取得のため
に生じた負債利子、当期のキャピタルロスの損金
不算入額等を差し引くことで調整を行ったもの。 

(2) 「限度余裕額」とは、「調整課税所得」の 50％
の額が「支払利子の純額」を超える部分をいう。 

(3) この「利子控除制限枠」制度に対しては、2010

年税制改正で緩和措置が採られており、適用除外
規定としてネット支払利子の金額の 100 万ユー
ロから 300万ユーロへの引き上げ、超過ネット支
払利子の 5 年間の繰越等が認められることとさ
れた。 

(4) これに対しては、Oatwayから、CAとしての
経験上円滑なMAPの実施ためには CA相互の人
的な信頼関係、共通理解が重要であり、対面協議
が必要であると思うとのコメントあり。また、
Marliesから、OECDの場には各国の CAが集ま
る機会が多くあることから、このような場も直接
的なコンタクトの機会として利用すべきとのコ
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メントあり。 

(5) 親会社が世界各地から徴収する際に用いてい
たロイヤルティ料率について、親会社の管轄当局
が移転価格課税を行った場合、及び連年赤字を計
上する販売拠点の法人を管轄する当局が、低マー
ジンの中間物流拠点との取引について移転価格
課税を行い、その商流の川上に更に他の国の関連
法人が関与している場合。青山教授からは、複数
国のPEが関与する課税事案も例として考えられ
るとのコメントあり。 

(6) OECD WP1議長。 

(7) OECD PEワーキンググループ議長。 

(8) 議題１でArnold教授が取り扱ったものと同じ
判決。 

(9) 本セッションの焦点は、外国の慈善団体に対す
る寄付金について国内法上（又は条約上で）損金
算入を認めるか否かであり、慈善団体以外（関連
者等）に対する寄付についての議論は行われな
かった。 

(10) 法人・個人により取扱いが異なる。法人の場合、
事業目的に基づくものであれば全額が損金不算
入となる（製薬会社が海外の大学に特定の研究の
ために寄付を行う場合等）。 

(11) 法人・個人により取扱いが異なる。法人の場合
には一定金額の上限あり。個人の場合、原則的に
は所得金額の割合による制限があるが、継続的な
寄付金である場合には、その全額が損金算入され
る（他の財産により生活をしている者が収入の全
額を寄付した場合には、課税所得金額はゼロとな
り、収入を超える寄付金は繰越控除の対象とな
る）。 

(12) 経済的には、第 3国投資家が銀行から借入れを
してスイス法人に投資した場合と同一の結果を
生じる。 

(13) 2012 年 12 月 3 日発行の ”Tax  Notes  

International” の 895頁に、”The Slow Demise 

of the Germany-Switzerland Tax Agreement”と
いう記事の掲載があり、このなかで、ドイツとス
イスの源泉徴収を用いた新しい協定について、11

月 23 日にドイツ議会上院で否決されたことが伝
えられており、ボストン大会時点から状況が変
わってきている。 

(14) 例えば、受領者側 Rとその親会社 Aの株式の
それぞれが、40％ずつ第三国居住者に所有されて

                                                                         
いる場合、計算上は受領者側居住者 6％（60％×
60％）となり、適格性を満たさない。 


